
平成 24年度福島県後期高齢者医療広域連合の人事行政の運営等の状況の公表 

 

 

 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 58条の２及び福島県後期高齢者医療広域連合

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、本広域連合の人事行政運営の公平性、

透明性を確保するために、平成 24年度の人事行政の運営等の状況について公表します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 本広域連合は、福島県及び本広域連合を構成する市町村から職員の派遣を受けて運営さ
れているため、職員の採用はありません。 

区分 平成 24年 4月１日現在 退職者数 採用者数 派遣者数 平成 25年 3月 31日現在 

職員数 ２３人 ０人 ０人 ０人 ２３人 

２ 職員の給与の状況 

  本広域連合の職員は、福島県及び本広域連合を構成する市町村から派遣されているため、

職員の給与等は、派遣元の地方公共団体が職員本人に支給した後、本広域連合が派遣元の

地方公共団体に対してその支給額分を負担金として支出しましたので、給与等の支出はあ

りません。 

３ 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間 45分 8:30 17:15 派遣元の地方公共団体の規定による 

（２）年次有給休暇及び休暇等の種類 

   本広域連合の職員は、福島県及び本広域連合を構成する市町村から派遣されており、

職員に対する年次有給休暇及びその他の休暇は派遣元の地方公共団体が付与しているた

め、本広域連合としては、職員に対して年次有給休暇を付与しておりません。 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分について 

   分限処分とは、公務能率の維持を目的として、勤務成績が良くない場合、心身の故障

のために職務遂行に支障がある場合、職務に必要な適格性を欠く場合等に職員に対して

行われる処分です。 

処分の種類 処分者数 

免職 ０人 

降任 ０人 

休職 ０人 

降給 ０人 

失職 ０人 

（２）懲戒処分について 

   懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問う場合や、秩序維持を図るこ

とを目的とした制裁的な処分で、法令等に違反した場合、職務を怠った場合、全体の奉

仕者にふさわしくない非行があった場合等に職員に対して行われる処分です。 

処分の種類 処分者数 

免職 ０人 

停職 ０人 

減給 ０人 

戒告 ０人 

 
 
 



５ 職員の服務の状況 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
（１）職員の研修について 
   本広域連合の職員は、福島県及び本広域連合を構成する市町村から派遣されており、

職員の研修は、派遣元の地方公共団体の研修計画等に基づき、派遣元の地方公共団体に
おいて実施されております。 

（２）勤務成績の評定について 
   本広域連合の職員は、福島県及び本広域連合を構成する市町村から派遣されており、

職員の勤務成績の評定は、法令及び派遣元の地方公共団体の方針に基づき、派遣元の地
方公共団体において実施されております。 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
（１）健康診断の実施について 
   本広域連合の職員は、福島県及び本広域連合を構成する市町村から派遣されており、

職員の健康診断は派遣元の地方公共団体において実施されております。 
（２）公務災害の発生状況について 

区分 発生件数 
公務上の災害 ０件 

通勤による災害 ０件 

８ 福島県人事委員会から報告を受けた公平委員会の業務の状況 
  本広域連合は、地方公務員法第７条第３項の規定により公平委員会を置くこととされて
おりますが、同法第７条第４項の規定により公平委員会の事務を福島県人事委員会に委託
しております。福島県人事委員会から報告を受けた平成 24年度の業務の状況は、次のとお
りです。 

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況 
   該当なし 
（２）不利益処分に関する不服申立ての状況 
   該当なし 
（３）人事行政相談の状況 
   該当なし 
（４）その他 
  ア 職員団体の登録の状況 

（ア）登録職員団体名 
     該当団体なし 

（イ）変更登録年月日とその内容 
     該当なし 

イ 管理職員等の範囲の指定の状況（県に公平委員会の事務を委託している地方公共団
体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則の改正年月日） 

   規則改正なし 

区分 内容 違反者 
命令に従う義務 

（地方公務員法第 32条） 

職員は、法令等に従い、かつ、上司の命令に従わなけ

ればならない 

０人 

信用失墜行為の禁止 

（地方公務員法第 33条） 

職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉とな

るような行為をしてはならない。 

０人 

秘密を守る義務 

（地方公務員法第 34条） 

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする 

０人 

職務に専念する義務 

（地方公務員法第 35条） 

職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、

職務にのみ専念しなければならない。 

０人 

政治的行為の制限 

（地方公務員法第 36条） 

職員は、政治活動等に関与してはならない。 ０人 

争議行為の禁止 

（地方公務員法第 37条） 

職員は、ストライキ等をしてはならない。 ０人 

営利企業等への従事制限 

（地方公務員法第 38条） 

職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団

体の役員等を兼ね、若しくは自ら私企業を営み、又は報酬を得て

いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 

０人 


